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交通労働災害防止に向けての共 同宣言

交通事故のな い社会は、 県民や県内事業者すべての共通の願いです。

自動車運転者は、 交 通 事 故 を 起 こ さ な い よ う 常 に 交 通 法 規 を 遵 守 し 、

事業活動において．自動車を使用する事業者は、 自動車運転者が父通事故を

起 こ す こ と が な い よ う ・に管理する責任を負っています。

し か し な が ら 、  交通事故は跡を絶たず、 ５月６日に群馬県内の国道に

おいて、 トラックが中央分離帯を越えて反対車線の乗用車と衝突し、乗用車

に 乗 車 し て い た ３ 名 の 方 が 亡 く な り 、 当 該 ト ラ ッ ク の 運 転 者 を 含 む ２ 名 の

方が負傷する重大な交通事故が発生し、 社会的にも注目されたところです。

その後も、 ６月に群馬県内の事業者のトラック運転者（ ３名） が、県外での

交通事故により死亡する労働災害の発生が続いており、 交通事故は死亡に

つながるとの重大性を再認識し、 交通事故の防止対策を一層強化すること

が必要です。

私たちは、 「交通事故は、 あ っ て は な ら な い 。 」  との共通認識の下、

「交通事 故 を 起 こ さ な い 、  起こさせない」 との決意をもって、 関係機関・

団 体 と も 連 携 し な が ら 、  交 通 事 故 を 防 止 す る た め の 施 策 展 開 に 一 体 と

な っ て 、 全 力 で 取 り 組 ん で い く こ と を こ こ に 宣 言 し ま す 。


